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（２）SNSに起因する福祉犯※被害児童数 

令和５年は福祉犯被害のうち SNSを介した

被害が４件あり、SNS を介した被害の構成比

は 22.2％となっている。 

※福祉犯とは、児童福祉法違反や児童買春等

の少年の心身に有害な影響を与え、少年の

福祉を害する犯罪をいう。 

 

図表３－２ 

SNSに起因する福祉犯被害児童数の推移 

 

 

（２）SNSに起因する福祉犯※被害児童数 

令和５年は福祉犯被害のうち SNSを介した

被害が３件あり、SNS を介した被害の構成比

は 16.7％となっている。 

※福祉犯とは、児童福祉法違反や児童買春等

の少年の心身に有害な影響を与え、少年の

福祉を害する犯罪をいう。 

 

図表３－２ 

SNSに起因する福祉犯被害児童数の推移 
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